
もし災害が発生した時･･･
自分を、家族を、地域を守っていただけるのは皆様です！

地域社会において、防災の中心的な役割を担う方が求められています。
この講座を受講していただくことで、災害に対する知識や技術を習得すること

ができます。

あなたも、「防災士」になって災害知識や技術を習得
してみませんか？

※お申し込み方法など、詳しくは裏面をご覧ください。

みのかも定住自立圏

裏面をご覧ください



令和４年度「みのかも定住自立圏防災士養成講座」募集要項

１．目的・趣旨
本講座は、防災の第一線で活躍する研究者や関係機関、防災ボランティアの方を講師に招き、災害

に対する正しい知識や技術を習得し、地域の防災訓練や、災害時には救護救援活動などを担っていた
だける防災士を養成するものです。

２.みのかも定住自立圏とは

「美濃加茂市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村」で構成され、今

私たちが直面している人口減少等の問題を、一つの市町村だけで立ち向かうのではなく、複数の市町

村が互いに協力しながらまちを守り育てていくをモットーに、住み続けたいまち、住んでみたい

まちになるよう、様々な取り組みを行っています。

３．内容

（１）日 時 ： 令和５年１月２２日（日）午前９時３０分～午後４時３０分
令和５年２月１２日（日）午前９時３０分～午後４時３０分
令和５年２月２６日（日）午前９時３０分～午後４時３０分 全３日間

（２）会 場 ： 美濃加茂市生涯学習センター４０２号室

（３）形 式 ： 講義、グループワーク、実技など

４．定員・参加資格

（１）定 員 ： ５０名（応募者多数の場合は先着順となります）

（２）参加資格 ： 次のすべての要件を満たす方
①中学生以上で美濃加茂市・富加町・川辺町・七宗町・八百津町・白川町・東
白川村にお住まいの方

②本講座の趣旨を理解し、地域の防災活動に貢献する意思・意欲のある方
③全ての講義に出席していただける方

５．申込方法・申込期間

（１）申込方法：所定の申込書に記入し、お住まいの自治体防災担当窓口へご提出ください。
（FAX及びメール可）

※申込書は、各市町村の防災担当窓口に設置しています。
また、みのかも定住自立圏ホームページにも掲載してあります。

（２）申込期限：令和５年１月１０日（火）

６．参加費 ： 受講費は無料
防災士試験受験に係る以下の費用が別途必要となります。
合計 8,000円（受験料 3,000円 登録代 5,000円）
※お住まいの自治体によっては補助金制度を設けている場合があります。
詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。

７．問い合わせ先 ： 美濃加茂市役所 防災安全課 TEL 0574-25-2111 FAX 0574-25-3917
mail: bousai@city.minokamo.lg.jp

富加町役場 総務課 TEL 0574-54-2111 FAX 0574-54-2461
mail: soumu@town.tomika.lg.jp

川辺町役場 総務課 TEL 0574-53-2511 FAX 0574-53-2374
mail: soumu@town.gifu-kawabe.lg.jp

七宗町役場 総務課 TEL 0574-48-1111 FAX 0574-48-2239
mail: bousai@town.hichiso.lg.jp

八百津町役場 防災安全室 TEL 0574-43-2111 FAX 0574-43-0969
mail: bousai@town.yaotsu.lg.jp

白川町役場 総務課 TEL 0574-72-1311 FAX 0574-72-1317
mail: gyousei@town.shirakawa.lg.jp

東白川村役場 総務課 TEL 0574-78-3111 FAX 0574-78-3099
mail: 507soumu@vill.higashishirakawa.lg.jp
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